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信託条項の変更の許可は、次の場合に行う。 

 

（1）信託管理人の同意を得ていること。 

（2）信託条項の変更が信託行為の当時予見することができなかった特別の事情によるものであり、かつ、当該変更に係る公益信託の

目的を達成するため真にやむを得ないものであること。 

（3）信託条項の変更が行われても公益信託の引受けの許可の基準の趣旨に反することとならないこと。 
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